
 

・発生事実に関する情報 
・決定事実に関する情報 

・決算に関する情報 ・その他 

＜適時開示に係る社内体制の概念図＞ 

情報提供者 
執行役員、部門長、各工場の

所属長および子会社の社長 
執行役員および部門長 

情報受理者 
管理部門担当取締役および経営

企画部長または人事総務部長 

（決算に関する情報の場合）

経理担当取締役および経理

部長 

情報取扱責任者 

（情報開示要否判定者） 
経営企画部長 

経営会議 

取締役会 

適 時 開 示 

情報開示決定機関 

情報開示取扱責任者 経営企画部長  

報告 
提案 

提案 

審議・承認 

審議・決裁 

開示 

緊急の場合は、 

代表取締役社長または 

管理部門担当取締役 

決裁で開示 

提案 

提案 

以上 

開示指示 

各種関係法令及び東京証券取引所の会社情報適時開示ガイドブックによる開示要件 

報告 

報告 

報告 

監査室、監査等委員会 

によるモニタリング 


